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平成２９年度山口県食品衛生監視指導計画の実施状況

１ 監視指導の実施状況

（１）監視指導実績

平成２９年度山口県食品衛生監視指導計画に基づいて行った監視件数については、

下表のとおりである。

年間の総監視件数は１９，８３１件であり、標準監視件数（２５，１１８件）に対

する達成率は７９．０％であった。

ランク 業種 対象施設数 標準(目標)監 監視件数

(標準監視回数) 視件数(年間)

Ａランク 飲食店営業(大量調理する施設) 37 111 92

（３回／年） 乳処理業 4 12 14

食肉製品製造業(広域) 11 33 20

魚肉ねり製品製造業(広域) 10 30 28

そうざい製造業(大量調理する施設) 22 66 36

総合衛生管理製造過程承認施設 1 3 6

生食用食肉取扱施設 9 27 13

小 計 94 282 209

Ｂランク 飲食店営業(旅館・仕出し屋・弁当屋) 1,083 2,166 1,148

（２回／年） 菓子製造業(回転焼き、自動車等除く) 1,238 2,476 1,181

あん類製造業(広域) 1 2

アイスクリーム類製造業 234 468 307

特別牛乳搾取処理業

乳製品製造業 4 8 14

集乳業 2 4 1

食肉処理業 58 116 75

食肉製品製造業(広域を除く) 10 20 25

魚介類販売業(包装魚介類、自動車を除く) 714 1,428 840

魚肉ねり製品製造業(広域を除く) 19 38 26

食品の冷凍又は冷蔵業(冷凍食品を製造する施設) 46 92 39

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業(広域) 2 4 9

乳酸菌飲料製造業 2 4 10

食用油脂製造業 5 10

みそ製造業(広域) 3 6 3

醤油製造業(広域) 2 4 2

ソース類製造業(広域) 6 12 4

豆腐製造業(広域) 2 4 2

納豆製造業

めん類製造業(広域) 7 14 9

そうざい製造業(広域を除く) 238 476 185

小 計 3,676 7,352 3,880
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Ｃランク 飲食店営業(B,Dﾗﾝｸを除く) 6,400 6,400 2765

あん類製造業(広域を除く) 5 5 3

（１回／年） 食肉販売業(｢包装食肉｣)を除く 404 404 631

魚介類せり売り営業 25 25 13

食品の冷凍又は冷蔵業(Bﾗﾝｸを除く) 42 42 40

清涼飲料水製造業(広域を除く) 28 28 45

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業

みそ製造業(広域を除く) 60 60 42

醤油製造業(広域を除く) 39 39 41

ソース類製造業(広域を除く) 9 9 11

酒類製造業 32 32 16

豆腐製造業(広域を除く) 58 58 52

めん類製造業(広域を除く) 44 44 34

かん詰又はびん詰食品製造業(広域) 8 8 3

添加物製造業(許可営業) 16 16 4

食品製造業 (広域) 51 51 12

添加物製造業(許可営業以外、広域) 2

小 計 7,221 7,221 3,714

Ｄランク 飲食店営業(一般食堂(いわゆるスナック等）、 3,585 1,792.5 1,590

バー、自動車、自動販売機等)

(１回/２年) 喫茶店営業(自動販売機を除く) 159 79.5 138

菓子製造業(回転焼き、自動車等) 255 127.5 162

乳類販売業 2,085 1,042.5 1,241

魚介類販売業(包装魚介類) 927 463.5 423

食肉販売業(包装食肉) 1,039 519.5 521

氷雪製造業(広域) 23 11.5 5

かん詰又はびん詰食品製造業(広域を除く) 21 10.5 19

乳搾取業 70 35

食品製造業 (Ｃランク施設を除く) 2,538 1,269 155

添加物製造業(許可営業以外) 13 6.5 3

魚介類行商 79 39.5 22

小 計 10,794 5,397 4,279

Ｅランク 喫茶店営業(自動販売機) 1605 321 553

（１回／ 氷雪販売業 17 3.4 10

２～５年）野菜果物販売業 2,260 452 1,060

そうざい販売業 2,178 435.6 1,142

菓子販売業(パン販売業を含む) 3,968 793.6 1,376

添加物販売業 1,274 254.8 794

食品販売業(許可営業、その他の非許可販売 5,739 1,147.8 1,532

業を除く)

氷雪採取業

器具又は容器包装の製造又は販売業 1,541 308.2 678

小 計 18,582 3,716.4 7,145

集団給食施設（１回／年） 1,150 1,150 604

合 計 41,517 25,118 19,831
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（２）監視指導における特記事項

ア 重点監視事項として、「食品等事業者が講じている措置の点検・確認」を設定し、

成分規格、製造基準、施設基準等の遵守の徹底と食品表示の適正化を指導した。

イ 昨年度発生した老人福祉施設での腸管出血性大腸菌Ｏ157食中毒や学校給食施設

での大規模なノロウイルス食中毒が発生したこと、県内学校給食での異物混入事案

が多発したことを踏まえ、学校給食をはじめとした集団給食施設等への衛生管理の

指導を強化した。

ウ ノロウイルスによる食中毒対策として、食品取扱事業者に対して、調理従事者か

らの汚染防止等について、重点的に指導する行うとともに、県民も含め、適切な予

防方法等の啓発を行った。

（３）一斉監視指導、点検等の実施状況

ア みやげ品（食品）の表示一斉点検

県内で製造又は販売されているみやげ品（食品）について、表示基準の遵守状況

を調査し、違反品の排除を行った。

実施期間：平成２９年４月３日～４月２８日

立入施設数 不適正表示発見施設数 点検品目数 不適正表示品目

１７５施設 ３５施設 ７，５５３品目 ７６品目

イ 給食施設の一斉点検

学校、病院、社会福祉施設等における大規模な集団食中毒の発生を未然に防止す

るため、集団給食施設の一斉点検を実施し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に

基づいて、指導した。

また、ノロウイルス食中毒の発生防止対策及び異物混入対策を重点指導事項とし、

従事者の健康管理の徹底等を指導した。

実施期間：平成２９年５月１日～１１月３０日

点検施設数 主な指導内容

・汚染作業区域、非汚染作業区域の明確な区分

５８３施設 ・加熱調理食品の十分な加熱

・調理従事者の健康状態の点検・記録 等

ウ 夏期食品一斉監視指導

食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示等に

ついて食品等事業者に対する監視指導を実施し、夏期における食中毒の発生防止及

び食品衛生の向上を図った。

実施期間：平成２９年７月３日～８月３１日
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立入施設数 不適施設数 主な不適事項（延べ施設数）

食品衛生 ・施設、設備について １５２施設
２，８６８施設 ３１１施設

関係 ・食品の取扱いについて ２０４施設

食品表示 ９８８施設 １７施設 ・衛生事項 ９施設

関係 ・保健事項 ３施設

・品質事項 ６施設

エ フグ処理施設等一斉監視指導

山口県の特産であるフグによる食中毒の発生を未然に防止するために、フグが多

量に流通消費されるシーズンに、フグ取扱施設に立ち入り、フグの適正な取扱いや

適正表示等について指導した。

実施期間：平成２９年１０月２日～平成３０年２月２８日

立入施設数 不適施設数 主な不適事項（延べ施設数）

・施設、設備について ９施設
６３２施設 １１施設

・表示について ６施設

オ 生食用かき処理加工施設等一斉監視指導

生食用かきの処理加工施設等に立入り調査を実施し、衛生的な取扱いや適正表示

等について指導した。

実施期間：平成２９年１０月１６日～平成３０年２月２８日

立入施設数 不適施設数 主な不適事項（延べ施設数）

３施設 ０施設 －

カ 食品、添加物等の年末一斉監視指導

食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示等に

ついて、食品等事業者に対する監視指導を実施し、年末年始における食中毒の発生

防止を図った。

実施期間：平成２９年１２月１日～１２月２８日

立入施設数 不適施設数 主な不適事項 （延べ施設数）

食品衛生 ・施設、設備について ５６施設
１，５６２施設 １０６施設

関係 ・食品の取扱いについて ６５施設

食品表示
８９０施設 ２施設 ・衛生事項 ２施設

関係
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２ 食品等の収去検査結果

（１）保健所で実施した検査

県内で生産、製造、加工された食品及び県内で流通している食品を対象に、食品の

成分規格や表示基準等について検査を実施した。

保健所での検査件数は、２,７８１件であり、検査計画数２,８２０件に対する達成

率は９８．６%であった。

規格基準等違反の食品については、食品衛生法の規定に基づき違反品の回収・廃棄

等を指示するとともに、違反の原因を排除させる等必要な措置を講じた。

指導基準不適合の食品についても、基準に適合するよう必要な措置を指導した。

検体の種類 検体数 規格基準 表示基準 指導基準

違反 違反 不適合

魚介類 １５６

冷凍食品 ４０

魚介類加工品 ７４ １

肉卵類及びその加工品 ４６

乳、乳製品 ４０

アイスクリーム類・氷菓 ５３

穀類及びその加工品 ８３ ２

野菜類・果物及びその加工品 １２８ １

菓子類 ２１７ ２１

清涼飲料水 ２２

氷雪 ５

弁当・そう菜類 １，６７７ ２９

輸入食品 １８０

アレルギー物質を含む食品 ６０

合 計 ２，７８１ １ １ ５２

ア 輸入食品の検査（再掲）

かんきつ類、バナナ、菓子類、果実乾燥品及び小麦等加工品について、食品衛生法

に基づく添加物の使用基準に適合しているか検査を行った。

検体の種類 検体数 使用基準 表示基準

違反 違反

菓子類 １００

野菜・果物加工品 ６０

小麦等加工品 ２０

合 計 １８０ ０ ０
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イ アレルギー物質を含む食品の検査（再掲）

表示基準違反の食品を排除するため、表示義務のある特定原材料（小麦、卵、乳、

そば、落花生）について検査を行った。

検体の種類 検体数 表示基準違反

菓子類 ４１

清涼飲料水 １３

魚介類加工品 ５

風味調味料 １

合 計 ６０ ０

（２）環境保健センターで実施した検査

ア アレルギー物質を含む食品の検査

表示基準違反の食品を排除するため、表示義務のある特定原材料（えび・かに、小

麦）について検査を行った。

検体の種類 検体数 表示基準違反

魚介類加工品等 ４０

合 計 ４０ ０

イ 食品中の食中毒菌汚染実態調査

県内で流通している食品について、食中毒菌に汚染された食品を排除するため、検

査を行った。

大腸菌等が検出された食品については、県内で製造されたものは管轄保健所が取扱

い等について指導し、県外で製造されたものは、管轄自治体に情報提供を行った。

検体の種類 検体数 検査結果（陽性数）

大腸菌 O26 O103 O111 O121 O145 O157 サルモネラ属菌 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ

野菜、浅漬け ４１ ２ － －

ミンチ肉 ８ － ２ －

角切りｽﾃｰｷ等 ６ － －

生食用鶏肉等 ５ －

合 計 ６０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０
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ウ 畜水産食品中の残留有害物質モニタリング検査

県内で流通している畜水産食品中の抗生物質、合成抗菌剤及び内寄生虫用剤の残留

実態を把握するとともに、違反品を排除するため検査を行った。

抗生物質(4種類) 合成抗菌剤(16種類) 内寄生虫用剤（1種類）

検体の種類 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数 検体数 不適検体数

牛肉 １８ １８ １８

鶏肉 １０ １０ １０

鶏卵 ８ ８ ８

養殖魚介類 ７ ７ ７

はちみつ ７ ７

合 計 ４３ ０ ５０ ０ ５０ ０

エ 食品中の農薬残留実態調査

食品中の残留農薬基準（ポジティブリスト制度）を踏まえ、農薬の使用実態を勘案

した検査項目を設定し、県内で流通している農産物について、殺虫剤、除草剤などの

農薬が、食品衛生法で定められている残留基準に適合しているか検査を行った。

基準超過した食品は、販売業者に回収命令等必要な処分を行った。

検体の種類 検体数 基準超過 １検体当たり

国内産 国外産 計 検体数 の検査項目数

野菜、果物 ９０ ４０ １３０ １ ２０８

輸入加工食品 ６０ ６０ ５７

合 計 ９０ １００ １９０ １ －

オ 組換えＤＮＡ技術応用食品実態調査

県内で流通している食品について、組換えＤＮＡ技術応用食品の混入の可能性の有

無及び表示について確認するため検査を行った。

検体の種類 検体数 不適検体数

大豆(豆腐原材料) ６

大豆加工品(豆腐等) ８

合 計 １４ ０
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３ 衛生講習会の開催状況

食中毒予防の知識の習得、食品衛生の普及・啓発等を目的とし、食品等事業者、集団

給食施設従事者、一般消費者等を対象に衛生講習会を開催した。

対 象 等 開催回数 受講人数

飲食店営業 １９ ５７５

菓子製造業 ２ ２２

アイスクリーム類製造業 ３ ４９

許可業態 魚介類・乳類・食肉販売業 ２ ４０

食品衛生指導員 １０ ２０２

許可更新講習会 ４６ １, ４１１

食品衛生責任者講習会 ３１ １，５４６

その他 ２８ ８６３

非許可業態 集団給食施設 ３１ １，４６７

その他 １７ ４７５

一般消費者 ２６ ７０５

その他 ３３ ６８７

合 計 ２４８ ８，０４２


